
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

岩

崎

美

紀

子

は
じ
め
に

国
際
経
済
関
係
は
、
八

0
年
代
に
大
き
く
変
容
し
た
。
自
由
貿
易
体
制
は
、
こ
の
変
容
が
も
た
ら
し
た
サ
ー
ビ
ス
貿
易
、
農
業
貿
易
、

貿
易
関
連
投
資
、
保
護
主
義
的
措
置
の
増
大
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
新
し
い
問
題
へ
の
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
の
貿
易
ル
ー
ル
の
再
編
、
あ
る
い
は
新
ル
ー
ル
の
模
索
は
、
多
国
間
で
は
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で
交

渉
さ
れ
た
が
、
二
国
間
で
は
米
加
自
由
貿
易
協
定

(
F
T
A
)
が
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な
ら

F
T
A
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
で

の
交
渉
事
項
も
含
み
、
か
つ
二
国
間
で
は
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
貿
易
紛
争
処
理
機
関
ま
で
も
制
度
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

F
T
A
は
、
経
済
学
か
ら
の
み
で
な
く
、
地
域
統
合
の
観
点
か
ら
見
て
も
き
わ
め
て
興
味
深
い
事
側
別
で
あ
る
。
経
済
統
合
に
は
、
加
盟

国
間
で
関
税
障
壁
を
撤
廃
し
第
三
国
に
対
し
て
は
各
加
盟
国
が
自
由
に
関
税
率
を
設
定
す
る
寸
自
由
貿
易
地
域
の
創
設
」
か
ら
、
加
盟
国

間
で
関
税
障
壁
を
撤
廃
す
る
と
同
時
に
第
三
国
に
対
し
て
も
共
通
の
関
税
率
を
持
つ
「
関
税
同
盟
」
、
あ
る
い
は
単
一
通
貨
ま
で
も
持
つ
寸
通

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

ム
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六
回

貨
同
盟
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
る
。

F
T
A
は
、
こ
れ
ら
の
経
済
統
合
の
形
態
の
中
で
は
、
統
合
の
度
合
い
の
低
い
「
自
由
貿
易

地
域
の
創
設
」
で
あ
る
。

し
か
し

P
T
A
に
み
る
統
合
の
要
素
は
、
単
に
関
税
障
壁
撤
廃
に
よ
る
「
自
由
貿
易
地
域
創
設
」
に
の
み
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
。
寸
自
由
貿
易
地
域
」
「
関
税
同
盟
」
寸
通
貨
同
盟
L

と
い
っ
た
経
済
統
合
の
形
態
か
ら
離
れ
、
別
の
角
度
か
ら
み
る
と
、

F
T
A
に
お

け
る
統
合
の
要
素
は
、
そ
の
一
九
章
に
最
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

一
九
章
は
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
相
殺
関
税
に
関
す
る
貿
易
紛
争
処
理
の
制
度
化
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
国
家
主
権
の

根
幹
を
成
す
立
法
権
や
司
法
権
の
一
部
相
互
委
譲
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
経
済
統
合
の
第
一
段
階
に
す
ぎ
な
い
自
由
貿
易
地
域
を
創
設

し
た
と
理
解
さ
れ
、

E
C
と
異
な
り
政
治
統
合
ま
で
は
決
し
て
め
ざ
さ
な
い
は
ず
の

F
T
A
に
、
き
わ
め
て
強
い
統
合
の
要
素
が
内
包
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
F
T
A
一
九
章
に
み
る
統
合
の
意
味
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。
立
法
次
元
で
の
統
合
の
ゆ
る
や
か
な

形
態
で
あ
る
ガ
ッ
ト
と
締
約
国
間
の
関
係
、

お
よ
び
立
法
と
司
法
に
お
い
て
統
一
化
を
行
っ
た

E
C
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
偶
別
立

法
と
司
法
審
査
の
共
有
を
実
現
さ
せ
た
F
T
A
一
九
章
は
、
統
合
の
新
し
い
形
態
で
あ
る
こ
と
を
検
証
す
る
。
分
析
は
一
九
章
が
対
象
と

す
る
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
焦
点
を
あ
て
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
い
う
市
場
競
争
原
理
を
も
っ
と
も
基
本
と
す
る
領
域
で
、

国
家
主
権
の
一
部
委
譲
を
前
提
と
す
る
統
合
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。



1 

自
由
貿
易
に
お
け
る
「
公
正
」
と
貿
易
摩
擦

ω
貿
易
摩
擦

自
由
貿
易
体
制
の
進
展
は
、
世
界
経
済
の
相
互
浸
透
を
深
化
さ
せ
た
。
し
か
し
、
相
互
浸
透
の
深
化
は
、
一
方
で
、
摩
擦
の
発
生
を
不

可
避
に
す
る
。
と
く
に
、
戦
後
の
自
由
貿
易
体
制
を
支
え
て
き
た
米
国
経
済
の
衰
退
、
お
よ
び
日
本
の
経
済
力
の
台
頭
は
、
世
界
経
済
の

構
図
を
変
化
さ
せ
、
こ
の
新
し
い
状
況
の
な
か
で
摩
擦
は
激
化
し
て
い
る
。

自
由
貿
易
主
義
に
強
力
な
普
遍
的
ル
l
ル
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
現
況
で
は
、
摩
擦
の
増
加
は
止
め
ら
れ
な
い
。
各
国
で
は
、
そ
れ
ぞ

れ
文
化
・
社
会
・
歴
史
を
異
に
す
る
固
有
の
国
内
事
情
を
か
か
え
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
モ
ノ
や
カ
ネ
は
容
易
に
国
境
を
越
え
て
い

く

こ
の
よ
う
な
現
実
に
対
処
す
る
た
め
に
、
自
由
貿
易
の
ル

l
ル
の
再
編
あ
る
い
は
新
ル

l
ル
の
策
定
が
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ

ン
ド
で
試
み
ら
れ
た
。
多
角
的
な
国
際
ル

l
ル
の
強
化
は
理
想
で
あ
る
が
、
多
く
の
締
約
国
を
含
み
そ
れ
ゆ
え
利
害
が
錯
綜
・
対
立
し
、

交
渉
は
難
航
し
た
。

摩
擦
の
発
生
が
不
可
避
で
あ
り
、
そ
れ
が
経
済
活
動
を
阻
害
す
る
状
況
に
お
い
て
、
ガ
ッ
ト
に
よ
る
国
際
ル

1
ル
の
強
化
を
待
ち
な
が

ら
も
、
い
か
に
当
面
の
摩
擦
を
処
理
す
る
か
が
各
国
に
と
っ
て
よ
り
現
実
的
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
。

貿
易
摩
擦
へ
の
対
応
は
、
国
家
間
交
渉
と
し
て
行
わ
れ
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
二
国
間
交
渉
の
場
合
は
、
純
粋
に
貿
易
問
題
や
係

争
の
産
品
に
関
し
て
の
解
決
よ
り
も
、
他
の
産
品
や
、
外
交
・
防
衛
な
ど
他
の
分
野
の
問
題
と
の
抱
き
合
わ
せ
に
よ
る
解
決
を
は
か
る
こ

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

_...・ノ、
五



六
六

と
も
多
い
。
貿
易
係
争
が
生
じ
た
場
合
、
当
該
民
間
企
業
や
業
界
は
、
自
国
政
府
を
動
か
し
ガ
ッ
ト
に
提
訴
す
る
か
、
相
手
国
内
の
裁
判

所
に
訴
え
る
し
か
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
輸
出
者
と
い
う
私
人
が
、
輸
入
国
公
法
あ
る
い
は
そ
の
運
用
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
貿
易

摩
擦
は
多
く
の
場
合
、
輸
入
圏
内
の
法
律
と
そ
の
運
用
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

ω
自
由
貿
易
に
お
砂
る
公
正
さ

自
由
貿
易
は
、
自
由
競
争
に
基
づ
く
公
正
な
貿
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
誰
が
「
公
正
さ
」
を
決
め
、
判
断
す
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な

問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

輸
出
者
は
、
輸
入
国
の
考
え
る
「
公
正
さ
」
を
寸
公
正
さ
L

と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
各
国
の
通
商
法
規
定
を
超
え
た

国
際
ル

i
ル
が
「
公
正
さ
」
を
決
め
る
の
か
、
そ
れ
は
可
能
な
の
か
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
「
公
正
さ
L

は
無
差
別
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
国
に
よ
り
、
産
品
に
よ
り
差
が
つ
け
ら
れ
る
の
か
。

普
遍
的
公
正
が
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
状
況
で
、
か
っ
、
一
方
的
な
公
正
を
公
正
と
せ
ず
に
公
正
さ
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
①
立
法
、

行
政
上
の
相
互
主
義
、
②
司
法
の
手
続
き
的
整
備
の
ニ
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
動
き
の
な
か
に
統
合
の
要
素
を
み
い
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。

立
法
、
行
政
面
は
、
圏
内
圧
力
を
受
け
や
す
く
、
政
治
的
、
経
済
的
束
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
立
法
過
程
は
理
論
的
に
は
圏
内
圧
力

を
最
も
受
げ
や
す
い
が
、
結
果
と
し
て
の
法
は
透
明
性
が
高
い
。
し
か
し
、
法
を
運
用
す
る
の
は
行
政
府
で
あ
り
、
ま
た
、
法
が
行
政
に

立
法
を
委
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。
実
際
に
貿
易
摩
擦
は
行
政
次
元
で
対
応
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
行
政
府
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
部
分
は

大
き
い
。
行
政
府
に
よ
る
対
応
は
、
「
政
策
的
」
判
断
に
依
拠
し
て
お
り
、
寸
政
策
的
L

で
あ
る
が
ゆ
え
に
即
効
性
や
弾
力
性
を
も
っ
て
い

る
が
、
そ
れ
が
不
透
明
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。



行
政
府
の
裁
量
に
基
づ
く
不
透
明
性
は
、
司
法
の
介
入
に
よ
っ
て
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
司
法
審
査
は
ア
ン
チ
・

ダ
ン
ピ
ン
グ
法
の
運
用
に
お
け
る
行
政
府
の
裁
量
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
。
司
法
は
法
の
番
人
で
あ

る
た
め
、
法
の
実
体
に
拘
束
さ
れ
、
絶
対
的
公
正
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
手
続
き
的
面
で
は
、
公
正
と
正
義
を
有
し
て

い
る
。
貿
易
摩
擦
へ
の
対
応
と
し
て
、
司
法
が
介
入
す
る
場
合
、
輸
入
国
側
の
司
法
権
に
基
づ
い
て
お
り
、
輸
出
者
は
輸
入
園
公
法
に
基

づ
き
、
輸
入
国
側
の
判
事
に
よ
り
審
査
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
ぶ
r

米
加
自
由
貿
易
協
定
一
九
章
パ
ネ
ル
は
、
輸
入
国
公
法
に
基
づ
き
、

米
加
両
国
の
司
法
官
に
よ
り
審
査
さ
れ
る
点
が
画
期
的
で
あ
る
。

令
d

公
正
貿
易
と
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ

与
え
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
代
表
が
、

何
を
基
準
に
「
公
正
さ
し
を
考
え
る
に
し
て
も
、
現
実
に
輸
入
国
は
、
不
公
正
な
競
争
に
よ
り
勝
利
を
得
ょ
う
と
す
る
も
の
に
制
裁
を

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
で
あ
お
r

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
は
、
不
公
正
な
競
争
に
制
裁
を
与
え
る
こ
と
で
、
自
由
貿
易
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
側
面
を
持
つ
。

と
開
時
に
、
そ
の
運
用
如
何
に
よ
っ
て
は
逆
に
、
国
際
貿
易
に
対
し
、
不
当
な
障
害
と
な
る
恐
れ
も
包
含
し
て
い
る
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
は
、
民
間
事
業
者
が
賦
課
・
申
請
を
行
う
こ
と
で
、
政
府
調
査
が
開
始
さ
れ
、
通
商
法
の
中
で
民
間
事
業
者

の
直
接
関
与
が
唯
一
可
能
な
分
野
で
あ
る
。
輸
入
国
側
の
民
間
事
業
者
が
賦
課
申
請
を
行
い
、
政
府
が
自
国
産
業
保
護
の
見
地
か
ら
ア
ン

チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
の
運
用
を
行
っ
た
場
合
、
輸
出
者
に
と
っ
て
は
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
は
不
公
正
な
貿
易
制
限
と
映
る
こ
と
は

否
め
な
い
。
本
来
、
公
正
な
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
は
、
不
公
正
な
輪
入
制
限
的
措
置
に
も

な
り
得
る
の
で
あ
る
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

六
七
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ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
と
そ
の
運
用
1
ガ
ッ
ト
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、

E
F
U
E
l
 

(a) (1) 

ガ
ッ
ト

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
は
、
前
述
の
よ
う
な
こ
面
性
を
も
つ
た
め
、

い
か
に
運
用
す
る
か
は
自
由
貿
易
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
。

自
由
貿
易
体
制
に
否
定
的
な
影
響
を
減
じ
る
た
め
に
、
ガ
ッ
ト
は
そ
の
六
条
に
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

六
条
自
身
は
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
の
発
動
要
件
な
ど
、
抽
象
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
具
体
的
な
手
続
き
規
定

を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の
濫
用
が
み
ら
れ
た
。

こ
の
た
め
、
解
釈
基
準
の
明
確
化
、

お
よ
び
手
続
き
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

一
九
六
七
年
ケ
ネ
デ
ィ
・
ラ
ウ
ン
ド
に
お
い

一
九
七
九
年
東
京
ラ
ウ
ン
ド
で
こ
の
コ
ー
ド
を
改
正
す
る
新
し
い
ア
ン
チ
・
ダ

て
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド
が
締
結
さ
れ
た
。

ン
ピ
ン
グ
・
コ

l
ド
が
締
結
さ
れ
、
現
在
の
ガ
ッ
ト
・
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

現
行
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド
は
、

そ
の
第
一
条
で
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の
賦
課
は
、
調
査
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
調
査
の
中
核
を
成
す
ダ
ン
ピ
ン
グ
要
件
(
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
事
実
、
価
格
要
件
)

と
、
損
害
要
件
が
そ
れ
ぞ

れ
第
二
条
、
第
三
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ガ
ッ
ト
の
一
般
協
定
第
六
条
、
お
よ
び
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ

i
ド
を
受
け
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
連

国
内
法
規
を
設
け
て
い
る
。
輸
入
障
が
、
こ
の
よ
う
な
園
内
法
を
基
準
に
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の
発
動
を
行
う
こ
と
は
、
ア
ン
チ
・

ガ
ッ
ト
締
約
国
は
、



ダ
ン
ピ

賦 ン
課グ
の・
手コ
続 l
きド
の に
統規
一定
性 さ

れ
て

るす

(b) ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
基
本
的
考
え
方
は
、
き
わ
め
て
明
快
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
輸
出
価
格
が
、
正
常
価
額
よ
り
も
低
い
場
合
ダ

ン
ピ
ン
グ
と
な
り
、
そ
の
差
が
ダ
ン
ピ
ン
グ
マ
ー
ジ
ン
と
な
る
。

業
に
損
害
を
与
え
て
い
る
と
い
う
損
害
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
賦
課
は
、
こ
の
よ
う
な
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
事
実
(
価
格
要
件
)
と
同
時
に
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
が
輸
入
国
内
の
産

ガ
ッ
ト
・
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド
は
、
ア
ン
チ
・
ダ

ン
ピ
ン
グ
関
税
賦
課
決
定
は
、
調
査
に
基
づ
く
こ
と
、

お
よ
び
調
査
は
価
格
要
件
と
損
害
要
件
を
中
核
と
し
て
行
う
旨
を
定
め
て
お
り
、

ガ
ッ
ト
締
約
国
は
、
こ
の
基
本
を
圏
内
法
制
化
し
て
い
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
ガ
ッ
ト
・
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド
を
基
準

と
し
て
締
約
国
聞
で
関
連
法
規
の
統
一
化
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
手
続
き
面
で
あ
り
、
価
格
の

算
定
や
損
害
の
認
定
な
ど
実
体
面
で
は
各
国
で
違
い
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
違
い
が
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
制
度
が
自
由
貿
易
の
展
開
に

否
定
的
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
否
か
を
決
定
す
る
重
要
な
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
の
実
体
の
違
い

実
体
の
違
い
は
、
立
法
的
側
面
と
行
政
的
側
面
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
法
的
側
面
で
は
、
ガ
ッ
ト
と
締
約
国
、

す
な
わ
ち
国
際
ル

l
ル
と
圏
内
法
規
が
対
象
と
な
る
。
ガ
ッ
ト
は
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ

1
ド
を
定
め
、
締
約
国
は
、
そ
れ
を
尊

重
す
る
形
で
関
連
法
規
改
正
を
行
っ
た
。
し
か
し
ガ
ッ
ト
・
コ

l
ド
の
拡
大
解
釈
お
よ
び
独
自
の
規
定
の
導
入
な
ど
が
一
部
の
国
で
実
行

さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の
発
動
を
行
う
の
は
輸
入
国
で
あ
り
、
輪
入
国
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
規
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ガ
ッ
ト
・
コ
ー
ド
が
強
化
さ
れ
な
い
限
り
、
ル
ー
ル
に
お
け
る
客
観
性
や
透
明
性
と
運
用
に
お
げ
る
裁
量

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

六
九



七。

性
の
講
離
は
埋
ま
ら
な
い
。

行
政
的
側
面
で
注
目
し
た
い
の
は
、
輸
入
国
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
規
と
行
政
府
に
よ
る
そ
の
運
用
で
あ
る
。
行
政
府
は
、
法
の

執
行
者
で
あ
る
が
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
調
査
で
は
、
行
政
府
の
裁
量
の
余
地
が
大
き
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
日
本
で
は
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
は
関
税
定
率
法
第
九
条
に
定
め
て
い
る
が
、
第
九
条
自
体
は
、
基
本
理
念
と
手
続
き
規
定
に
す
ぎ
ず
、
詳
細

は
政
令
に
委
任
し
て
い
る
。
比
較
的
詳
細
に
法
で
定
め
て
い
る
米
国
で
も
、
価
格
算
定
や
損
害
認
定
な
ど
実
際
の
法
の
運
用
に
お
い
て
は
、

情
報
、
統
計
、
技
術
が
集
ま
る
行
政
府
の
裁
量
性
は
大
き
い
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
に
関
す
る
問
題
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
①
ガ
ッ
ト
の
国
際
ル
ー
ル
と
、
実
際
に
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の

発
動
を
行
う
輸
入
国
の
規
定
の
適
合
性
、
②
各
国
の
国
内
法
規
と
し
て
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
と
、
そ
の
運
用
に
お
け
る
行
政
府
の

裁
量
性
、

の
ニ
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

次
節
以
下
で
は
、
こ
の
二
点
に
焦
点
を
あ
て
て
、
米
国
、
カ
ナ
ダ
、

E
C
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
を
概
観
し
た
い
o

n
L
 

au 

米
国

立
法
上
の
規
定

米
国
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
は
、

一
九
一
六
年
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
(
一
九
二
ハ
年
歳
入
法
第
八

O
一
条
)
と
し
て
制
定
さ

れ
た
。
こ
の
法
を
適
用
す
る
に
は
、
輸
出
者
お
よ
び
輸
入
者
が
、
米
国
内
産
業
に
損
害
を
与
え
る
「
意
図
」
を
持
っ
て
ダ
ン
ピ
ン
グ
価
格

に
よ
る
輸
入
を
行
っ
た
と
の
立
証
が
必
要
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
一
九
二
一
年
に
、
こ
の
よ
う
な
意
図
の
立
証
を
必
要
と
せ
ず
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
に
よ
り
圏
内
産
業
へ
の
損
害
が
あ
れ
ば
、
ア
ン
チ
・

ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
賦
課
を
可
能
と
す
る
一
九
一
一
一
年
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
一
二
年
法
は
、

一
九
七
九
年
に
東



京
ラ
ウ
ン
ド
の
成
果
を
国
内
法
制
化
す
る
た
め
、

一
九
七
九
年
通
商
協
定
法
一

O
六
条
例
に
よ
り
、

一
O
一
条
に
よ
り
一
九
三

0
年
関
税
法
タ
イ
ト
ル
四
、

一
九
七
九
年
通
商
協
定
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
有
効
で
あ
っ
た
。

一
九
一
二
年
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
は
廃
止
さ
れ
、

一
九
七
九
年
通
商
協
定
法
タ

イ
ト
ル

I
、

サ
ブ
タ
イ
ト
ル

B
、
C
お
よ
び
D
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
新
設
部
分

が
、
現
在
の
米
国
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
の
骨
格
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
後
一
九
八
四
年
に
、
販
売
範
囲
の
拡
大
、
数
量
規
制
の
合
意
に
よ
る
調
査
の
終
結
、
米
国
価
格
に
お
け
る
サ
ン
プ
リ
ン
グ
、
平
均

方
法
に
つ
い
て
の
規
定
の
導
入
な
ど
の
改
正
が
あ
っ
た
。
ま
た
一
九
八
八
年
包
括
通
商
競
争
力
法
に
お
い
て
は
、
迂
回
防
止
(
七
八
一
条

a
i
d
)
、
第
三
国
ダ
ン
ピ
ン
グ
に
対
す
る
U
S
T
R
の
権
限
付
与
こ
三
一
七
条
)
、
川
下
産
品
に
対
す
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
(
七
八

O
条)、

関
連
当
事
者
に
よ
る
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
(
七
七
三
条

e)
な
ど
に
つ
い
て
の
規
定
の
導
入
に
よ
る
改
正
が
あ
っ
た
。

(b) 

行
政
当
局
に
よ
る
運
用

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
を
実
際
に
運
用
す
る
機
関
は
、
商
務
省
D
O
C
(価
格
調
査
)
と
、
国
際
貿
易
委
員
会
I
T
C
(
損
害
調
査
)

で
あ
る
。

米
国
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
は
、
寸
米
国
価
格
L

や
「
外
国
市
場
価
額
」
を
は
じ
め
と
す
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
マ
ー
ジ
ン
の
要
素
の
定

義
を
明
確
に
行
っ
て
い
る
。
法
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
規
定
は
、
理
論
的
に
は
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
マ
ー
ジ
ン
の
算
定
に
裁
量
の
余
地

を
与
え
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
運
用
に
お
い
て
裁
量
性
が
発
揮
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
運
用
に
お
け
る
裁
量
は
、
政
策
レ
ベ
ル
よ
り
も
各
ケ
l
ス
ご
と
に
実
務
レ
ベ
ル
で
発
揮
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
正

常
価
額
」
の
算
定
に
お
い
て
、
輸
出
国
の
国
内
販
売
価
格
を
用
い
る
か
、
そ
れ
と
も
構
成
価
額
を
用
い
る
か
の
判
断
や
、
あ
る
販
売
支
出

が
直
接
に
関
連
す
る
の
か
、
間
接
的
に
す
ぎ
な
い
の
か
、

そ
れ
は
適
切
に
立
証
さ
れ
て
い
る
の
か
な
ど
の
決
定
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
裁
量

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
げ
る
統
合
の
形
態

七



七

は
概
し
て
技
術
的
で
あ
り
、
直
接
的
な
政
治
圧
力
か
ら
は
比
較
的
踊
離
さ
れ
て
い
ぶ
r

政
治
的
操
作
や
運
用
上
の
裁
量
の
潜
在
性
が
高
い
の
は
、
手
続
き
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
っ
と
も
明
白
な
例
は
、
第
七
三
六
条
例
「
関

税
の
早
期
決
定
ま
で
の
推
定
関
税
に
代
わ
る
担
保
」
の
も
と
で
の
行
政
審
査
を
行
う
か
否
か
の
決
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
審
査
は
、
被

告
側
に
有
利
に
な
っ
て
い
る
。
一
九
八
三
年
以
降
、
高
ま
る
議
会
か
ら
の
保
護
主
義
的
圧
力
は
、
第
七
三
六
条
例
の
審
査
要
求
を
認
め
な

い
方
向
で
D
O
C
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

川

w
苛
法
審
査

一
九
七
九
年
通
商
協
定
法
に
よ
り
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
の
調
査
手
続
き
に
基
づ
く
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
決
定
が
司
法
審
査
の
対

象
と
な
っ
た
。
米
国
で
は
、
統
一
的
な
決
定
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
ケ
l
ス
を
扱
う
裁
判
所
の
特
別
制
度
が
あ
る
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
決
定
の
主
要
な
司
法
の
専
管
権
限
を
持
つ
の
は
国
際
貿
易
裁
判
所
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
所
は
、
商
務
省
、
国
際
貿

易
委
員
会
、
双
方
の
決
定
を
審
査
す
る
。

ω
カ
ナ
ダ

糾
立
法
上
の
規
定

一
八
九
七
年
関
税
法
改
正
に
よ
り
、

ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
の
基
本
原
理
は
、

一
九

O
四
年
に
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
を
導
入
し
た
。
そ
の
後
一
九
六
九
年
ま
で
ア
ン
チ
・

一
九
五
二
年
関
税
法
第
六
条
に
求
め
ら
れ
る
。

一
九
六
九
年
に
ガ
ッ
ト
・
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ

l
ド
を
受
砂
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
を
制
定
、
発
効
さ
せ
た
。
こ
の
ア
ン

チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
の
特
徴
は
次
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
一
九
六
九
年
ま
で
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
損
害
調
査
を
導
入
。
こ
れ
に
伴
い
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ



ン
グ
法
廷
を
創
設
。

②
実
質
的
損
害
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
明
確
な
定
義
を
回
避
。

③
約
束
の
受
容
に
つ
い
て
の
規
定
の
欠
落
。

こ
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
は
、

一
九
七
九
年
の
ガ
ッ
ト
・
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド
に
対
応
す
る
た
め
の
見
直
し
が
行
わ

れ

一
九
八
四
年
に
特
別
輸
入
措
置
法

{
S
I
M
A
)
と
し
て
発
効
し
た
。

S
I
M
A
の
特
徴
と
し
て
は
、
価
格
調
査
手
続
き
に
厳
格
な
タ
イ
ム
・
リ
ミ
ッ
ト
を
設
定
、
価
格
約
束
受
容
の
権
限
の
付
与
、
サ
ン
セ
ッ

ト
条
項
(
原
則
五
年
間
で
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
廃
止
)
、
情
報
公
聞
を
始
め
と
す
る
価
格
調
査
に
お
け
る
透
明
性
の
増
大
、
ア
ン
チ
・

ダ
ン
ピ
ン
グ
法
廷
の
権
限
の
拡
大
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(b) 

運
用
に
み
る
裁
量

現
行
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
は
、

S
I
M
A
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
運
用
を
行
う
の
は
、
歳
入
省
(
価
格
調
査
)
と
、

輸
入
審
判
所
(
損
害
調
査
)
で
あ
る
。

歳
入
省
に
よ
る
価
格
調
査
は
、
情
報
公
開
や
タ
イ
ム
・
リ
ミ
ッ
ト
の
設
定
な
ど
に
よ
り
、
透
明
性
は
増
大
し
た
。
こ
れ
は
、
最
終
決
定

に
至
る
調
査
プ
ロ
セ
ス
へ
の
関
係
者
の
理
解
を
増
大
さ
せ
る
と
同
時
に
、
歳
入
省
の
決
定
を
よ
り
詳
細
な
も
の
と
し
た
。

大
き
な
裁
量
が
法
に
よ
り
運
用
当
局
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
価
格
調
査
よ
り
も
損
害
調
査
に
お
い
て
で
あ
る
。

S
I
M
A
は
「
実

質
的
損
害
」
の
定
義
を
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
認
定
は
輸
入
審
判
所
の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。

輸
入
審
判
所
は
、
損
害
の
調
査
に
お
い
て
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
だ
と
さ
れ
る
産
品
の
輸
入
の
量
、
国
内
価
格
へ
の
影
響
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る

生
産
へ
の
彰
響
、
価
格
圧
力
、
カ
ナ
ダ
国
内
で
生
産
さ
れ
、
販
売
さ
れ
て
い
る
同
種
の
産
品
の
価
格
を
大
幅
に
下
げ
て
い
る
か
な
ど
を
調

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

七



七
四

査
項
目
と
し
て
ル

1
ル
化
し
て
い
る
。

損
害
調
査
に
お
い
て
カ
ナ
ダ
の
特
徴
と
い
え
る
の
は
、
地
域
市
場
(
リ
l
ジ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
セ
プ
ト
)

の
条
項
に
基
づ
く
提
訴
が
多
い

点
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
地
域
と
特
定
産
業
が
密
接
に
連
関
し
て
お
り
、
こ
れ
が
も
た
ら
す
地
域
格
差
の
是
正
は
、
国
家
統
合
強
化
に

お
い
て
重
要
課
題
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
の
ガ
ッ
ト
・
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド
は
地
域
市
場
の
概
念
を
含
ん
で
お
り
、

s
I
M
 

A
は
こ
れ
を
第
四
条
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

一
九
八
四
年
の

S
I
M
A
発
効
後
三
年
間
に
、
審
判
所
は
こ
の
第
四
条
に
基
づ
く
審
理
を
七

ケ
1
ス
に
わ
た
っ
て
行
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
三
ケ
ー
ス
が
肯
定
的
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

審
判
所
に
よ
る
損
害
調
査
は
、

一
方
で

S
I
M
A
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
そ
の
裁
量
度
の
高
さ
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
情
報

公
開
や
調
査
項
目
の
ル

l
ル
化
な
ど
透
明
性
の
高
い
審
理
を
行
っ
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。

(c) 

司
法
審
査

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
決
定
に
対
す
る
司
法
審
査
は
、
歳
入
省
に
よ
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
決
定
と
輸
入
審
判
所
に
よ
る
損

害
決
定
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歳
入
省
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
決
定
に
つ
い
て
は
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
法
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
損
害
決
定
に
つ
い
て
は
輸
入
審
判
所
の
決
定
は
最
終
的
で
あ
る
と
さ
れ
、
限
ら
れ
た
形
で
司
法
審
査
が
認
め
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

(a) (4) 

E 
C 

立
法
上
の
規
定

一
九
五
七
年
の
ロ

1
マ
条
約
は
、

そ
の
一
一
一
ニ
条
に
お
い
て
「
共
通
の
通
商
政
策
は
、
特
に
関
税
の
改
正
、
関
税
協
定
お
よ
び
適
時
協

定
の
締
結
、
自
由
化
措
置
の
統
一
、
輸
出
政
策
、
並
び
に
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
お
よ
び
補
助
金
の
場
合
に
と
る
べ
き
対
策
を
含
む
貿
易
上
の
防



御
措
置
に
関
し
て
、

一
律
の
原
則
に
基
づ
く
も
の
」
と
し
、
対
外
共
通
通
商
政
策
の
規
定
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
当
時
E
C域
内
に
お
い

て
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
が
存
在
し
て
い
た
の
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
の
三
国
で
あ
り
、
こ
の
国
内
法
の
並
立
は
、

E
C
の
一
体
性
を
損
な
う
も
の
と
し
て
、

一
九
六
五
年
、

E
C
委
員
会
は
、
理
事
会
に
対
し
、

E
C
共
通
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則

の
採
択
を
勧
告
し
た
。

こ
れ
を
受
け
、

一
九
六
八
年
E
C
理
事
会
は
、
域
外
国
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
行
為
に
対
処
す
る
た
め
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
に
関
す

る
基
本
規
則
四
五
九
/
六
八
号
を
制
定
し
た
。
し
か
し
、

一
九
七
九
年
の
ガ
ッ
ト
東
京
ラ
ウ
ン
ド
の
結
果
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー

ド
が
成
立
し
た
の
に
伴
い
、
こ
の
基
本
規
則
の
改
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

E
C
理
事
会
は
、

一
九
七
九
年
一
一
一
月
に
、
新
た
に
基
本
規

則
三

O
一
七
/
七
九
号
を
採
択
し
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
認
定
と
審
査
手
続
き
を
刷
新
し
た
。
こ
の
一
ニ

O
一
七
/
七
九
号
に
修
正
を
加
え
た
基

本
規
制
一
二
七
六
/
八
四
号
が
一
九
八
四
年
に
制
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
一
九
八
七
年
に
、
部
品
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
制
を
組
み
込
む
な
ど
、
新

し
い
事
態
へ
の
対
応
お
よ
び
技
術
的
修
正
を
加
え
た
新
規
則
(
二
四
二
一
ニ
/
八
八
号
)
が
一
九
八
八
年
に
制
定
さ
れ
、
現
行
の

E
C
ア
ン

チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
と
な
っ
て
い
る
。

(b) 

運
用
に
お
け
る
裁
量

E
C
に
お
い
て
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
の
運
用
に
中
心
的
役
割
を
は
た
す
の
は
E
C
委
員
会
で
あ
り
、
調
査
、
事
実
認
定
、
外

国
輸
出
者
か
ら
の
約
束
の
受
容
な
ど
の
権
限
を
持
っ
て
い
る
。
閣
僚
理
事
会
は
、
委
員
会
か
ら
の
提
案
に
基
づ
い
て
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン

グ
関
税
賦
課
の
発
動
と
徴
収
を
行
う
が
、
調
査
に
は
加
わ
ら
な
い
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
の
運
用
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
当
局
の
持
つ
裁
量
性
の
幅
は
き
わ
め
て
広
い
。
カ
ナ
ダ
で
は
と
く
に
輸
入

法
廷
が
法
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
裁
量
は
大
き
い
が
、
透
明
度
の
高
い
運
用
を
行
っ
て
い
る
の

E
C
の
場
合
は
、
裁
量
の
大
き
さ
と
透

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

七
五



七
~ 
f、

明
度
の
低
さ
が
併
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
次
の
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
ず
E
C
で
は
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
手
続
き
が
多
く
の
場

合
、
約
束
(
ア
ン
ダ
ー
テ
l
キ
ン
グ
)
の
受
容
で
終
結
し
て
い
る
点
で
あ
釘
r

約
束
の
規
定
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
す
る
規
定
は
米
国

に
も
カ
ナ
ダ
に
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
国
で
は
余
り
使
わ
れ
て
い
な
川
r

約
束
は
、
そ
の
手
続
き
そ
の
も
の
に
お
い
て
当
局
が
か
な
り
の

裁
量
を
持
つ
。
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
は
、
価
格
約
束
と
輸
出
停
止
約
束
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
約
束
を
提
供
し
て
い
る
が
、
委
員
会

は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
数
量
約
束
を
受
容
し
て
い
る
。
こ
れ
は
輸
出
者
が
自
身
で
輸
出
量
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ガ
ッ
ト
で

は
E
C規
定
に
あ
る
よ
う
に
、
約
束
は
価
格
と
輸
出
停
止
の
こ
つ
で
あ
り
、
そ
の
正
統
性
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
内
部
情
報
公
開
シ
ス
テ
ム
の
欠
知
で
あ
る
。
前
述
し
た
米
国
や
カ
ナ
ダ
と
異
な
り
、

E
C
は
内
部
情
報
を
公
開
し
て
い
な
い
。

調
査
当
局
で
あ
る
E
C委
員
会
が
す
べ
て
の
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
唯
一
の
機
関
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

の
運
用
に
お
げ
る
透
明
性
は
低
く
な
っ
て
い

U
r

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則

第
三
は
可
共
同
体
の
利
益
」
で
あ
る
。
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
は
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の
賦
課
は
「
共
同
体
の
利
益
が

介
入
を
求
め
て
い
る
と
決
定
し
た
場
合
発
一
劃
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ダ
ン
ピ
ン
グ
事
実
や
損
害
が
発
見
さ
れ
て
も
E
C

委
員
会
が
自
動
的
に
賦
課
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
発
動
は
、
「
共
同
体
の
利
益
」
と
な
る
か
否
か
が
基
準
と
な
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
判
断
・
決
定
す
る
の
が
運
用
当
局
で
あ
る
委
員
会
な
の
で
あ
る
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
の
運
用
に
お
い
て
透
明
性
が
低
く
、
委
員
会
の
裁
量
の
幅
が
大
き
JWV

こ
の
よ
う
に

E
C
で
は
、

(c) 

司
法
審
査

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
調
査
手
続
き
に
お
い
て
透
明
性
が
低
く
、
ま
た
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン

グ
規
定
運
用
に
お
い
て
委
員
会
が
享
受
す
る
裁
量
の
幅
は
広
い
。
こ
の
た
め
、
司
法
介
入
に
よ
る
透
明
性
の
確
保
が
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。

米
国
、

カ
ナ
ダ
に
比
べ
て

E
C
で
は
、



司
法
審
査
は
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
で
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

ロ
ー
マ
条
約
第
一
七
三
条
は
、

E
C委
員
会
の
と
っ
た
あ
ら

ゆ
る
措
置
に
対
し
て
司
法
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
決
定
へ
の
提
訴
は
理
論
的
に

は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
委
員
会
や
理
事
会
は
、
訴
訟
の
資
格
を
問
題
と
し
、
司
法
審
査
へ
の
道
は
険
し
か
っ
た
。

一
九
七
九
年
七
月
、
理
事
会
に
よ
る
規
則
四
五
九
/
六
八
の
改
正
に
よ
り
輸
出
者
の
権
利
は
改
善
さ
れ
、
同
年
の
ボ

1
ル
・
ベ
ア
リ
ン

グ
・
ケ
l
ス
を
契
機
に
、
司
法
審
査
の
重
要
性
は
増
し
た
。
そ
の
後
一
九
八
三
年
の
F
E
D
-
O
L
ケ
l
ス
、
一
九
八
四
年
の
ア
ラ
イ
ド

社
ケ

1
ス
を
通
し
て
、
委
員
会
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
決
定
へ
の
提
訴
は
、
原
告
、
輸
出
者
、
輸
入
者
が
行
え
る
よ
う
に
な
つ
り

3 

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

噌

i前
述
し
た
米
国
、
カ
ナ
ダ
、

E
C
な
ど
ガ
ッ
ト
の
主
要
締
約
国
は
、
ガ
ッ
ト
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ

l
ド
の
成
立
に
応
じ
、
自

国
際
ル

l
ル
と
国
家
法
規
の
関
係
|
立
法
次
元
に
お
け
る
連
合
的
統
合
|

国
の
関
係
法
規
の
改
正
を
行
っ
て
い
る
。
国
際
ル

1
ル
の
制
定
が
、
締
約
国
の
圏
内
関
連
法
規
の
改
正
を
実
現
さ
せ
て
お
り
、
立
法
次
元

に
お
け
る
統
一
化
の
動
き
が
観
察
で
き
る
。

し
か
し
こ
の
統
一
化
は
、
基
本
理
念
と
手
続
き
に
お
い
て
で
あ
り
、

に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
調
査
や
発
動
な
ど
実
際
の
運
用
は
、
各
国

例
え
ば
米
国
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
定
に
は
、
ガ
ッ
ト
・
コ

l
ド
の
拡
大
解
釈
や
自
国
の
判
断
で
盛
り
込
ま
れ
た
項
目
が
多
い
。

ガ
ッ
ト
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
ー
ド
五
条
一
項
に
お
い
て
は
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
調
査
の
開
始
は
、
①
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
存
在
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

七
七



七
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②
損
害
の
存
在
、
③
ダ
ン
ピ
ン
グ
輸
入
(
①
)
と
申
し
立
て
ら
れ
た
損
害
(
②
)
と
の
聞
の
因
果
関
係
の
存
在
に
つ
い
て
「
十
分
な
証
拠
L

が
必
要
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
米
国
の
規
定
は
こ
の
規
定
よ
り
緩
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
的
に
共
通
の
コ

ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
米
国
が
具
体
的
に
法
制
化
し
た
イ
ン
プ
ッ
ト
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
な
ど
の
項
目
の
増
大
が
あ
る
。
米
国
の

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
は
、
こ
の
よ
う
に
、
国
際
ル
ー
ル
の
裁
量
的
解
釈
と
、
上
乗
せ
的
規
定
を
合
わ
せ
持
ち
、
輸
出
国
に
対
し
て
き

わ
め
て
高
い
防
波
堤
を
築
い
て
い
る
。

E
C
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
も
、
基
本
的
部
分
で
ガ
ッ
ト
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ

1
ド
に
適
合
さ
せ
て
は
い
る
が
、
自

ら
の
判
断
で
裁
量
的
要
素
を
明
確
に
う
ち
だ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
部
品
ダ
ン
ピ
ン
グ
で
あ
る
。

制
定
後
、
表
面
化
し
て
き
た
対
欧
投
資
の
増
大
に
対
処
す
る
た
め
に
、

一
九
八
四
年
規
則
一
二
七
六
/
八
四
号

一
七
六
/
八
四
号
を
修
正
し
、

一
九
八
七
年
六
月
に
規
期
一
七
六
一
/
八
七
号
に
よ
り
、
規
則
二

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の
対
象
を
、
域
外
産
品
か
ら
域
内
組
立
品
に
拡
張
し
た
。
そ
の
目
的
は
、

成
品
に
対
し
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
を
賦
課
さ
れ
た
域
外
の
製
造
業
者
が
、
当
該
完
成
品
の
輸
出
に
変
え
て

E
C
域
内
で
の
生
産
を

開
始
あ
る
い
は
拡
充
す
る
こ
と
で
、
当
該
産
品
の
部
品
の
E
C
向
け
輸
出
を
増
加
さ
せ
、
完
成
品
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
を
回
避

す
る
試
み
に
対
処
す
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
規
則
は
、
本
来
輸
入
品
を
対
象
と
し
た
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
を

E
C域
内
産
品
に
も
賦
課
す
る
た
め
、
ガ
ッ
ト
の
ア
ン
チ
・

ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ
!
ド
と
の
適
合
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
実
際
に
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
が
賦
課
怠
れ
た
た
め
に
E
C
へ
の

投
資
を
拡
大
し
、
現
地
生
産
に
切
り
替
え
て
い
る
の
は
日
本
産
品
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
特
定
国
を
対
象
と
し
た
輪
入
制
限
的
措
置
と
も

考
え
ら
れ
ぷ
r

こ
の
よ
う
に
ガ
ッ
ト
・
ル
ー
ル
は
、
国
際
ル

i
ル
と
し
て
、
基
本
的
に
は
尊
重
さ
れ
、
締
約
国
は
閣
内
関
連
法
規
改
正
を
行
い
、
立
法



次
元
に
お
け
る
統
合
の
形
態
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
ガ
ッ
ト
・
ル

l
ル
自
身
は
拘
束
力
を
も
た
な
い
こ
と
、
執
行
は
輸
入
国
に
ま
か
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
細
か
い
規
定
や
運
用
に
お
い
て
は
締
約
国
の
裁
量
の
余
地
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
連
合
的
な
性
格
し
か
も
た
な
い
き
わ
め
て

ゆ
る
や
か
な
統
合
と
い
え
よ
う
。

(2) 

E
C
と
加
盟
国

l
立
法
次
元
に
お
け
る
単
一
的
統
合
1

加
盟
国
は
域
外
国
か
ら
の
輸
入
品
に
対
し
て
、

一
九
六
八
年
以
来
、

E
C
は
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
に
関
す
る
専
管
権
限
を
有
し
て
い
る
。
新
加
盟
国
へ
の
暫
定
期
間
措
置
を
除
け
ば
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
行
為
を
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
石
炭
と
鉄
鋼
に
関
し
て

そ
れ
以
外
の
産
品
に
つ
い
て
は
規
則
二
四
二
一
一
一
/
八
八
が
共
通
の
規
則
と
し
て
機

は
、
規
則
二
四
二
四
/
八
八
が
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、

能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

E
C
規
則
は
、
加
盟
国
に
拘
束
力
を
も
っ
て
お
り
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
い
て
立
法
機
能
の
一

元
化
が
行
わ
れ
、
立
法
次
元
に
お
け
る
ユ
ニ
タ
リ
l
(単
一
的
)
な
統
合
が
実
現
じ
て
い
る
。

加
盟
国
は
共
通
規
則
に
拘
束
さ
れ
な
が
ら
、
運
用
面
に
お
い
て
、
次
の
こ
つ
の
方
法
で

E
C
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
手
続
き
に
関
与

し
て
い
る
。
第
一
は
、
諮
問
委
員
会
(
通
称
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
委
員
会
)
を
通
し
て
の
関
与
で
あ
る
。
各
加
盟
国
の
官
僚
に
よ
り
構

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
手
続
き
の
さ
ま
ざ
ま
な
段

成
さ
れ
、

E
C
委
員
会
官
僚
が
議
長
を
つ
と
め
る
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
委
員
会
は
、

階
に
お
い
て
、

E
C委
員
会
か
ら
諮
問
を
受
け
る
。
委
員
会
は
、
手
続
き
終
了
の
方
法
に
つ
い
て
主
に
関
与
し
て
お
り
、

た
と
え
ば
、
少

な
く
と
も
加
盟
国
が
反
対
す
れ
ば
、

E
C
委
員
会
の
約
束
の
受
容
を
行
わ
な
い
。

第
二
は
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
の
徴
収
で
あ
る
。
実
際
に
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
を
徴
収
す
る
の
は
関
係
加
盟
国
の
関
税

当
局
で
あ
る
。

し
か
し
加
盟
国
の
関
与
は
限
定
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
英
国
は
、
し
ば
し
ば
輸
出
国
へ
の
現
地
調
査
に
、
自
国
官
僚
を
E
C宮
様
に
同

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
げ
る
統
合
の
形
態

七
九
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行
さ
せ
る
が
、
決
定
に
対
し
て
は
実
質
的
な
発
言
力
は
な
い
。
ま
た
ド
イ
ツ
は
、

E
C
委
員
会
が
多
く
の
場
合
に
お
い
て
受
容
す
る
数
量

約
束
(
輸
出
者
自
身
が
輸
出
量
を
減
ら
す
)

の
正
統
性
を
、

ガ
ッ
ト
が
価
格
約
束
と
輸
出
停
止
約
束
の
二
つ
し
か
約
束
と
し
て
認
め
て
い

な
い
こ
と
か
ら
、
問
題
と
し
て
い
る
が
、
決
定
的
影
響
力
は
な
い
。

E
C
で
は
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
の
立
法
機
能
の
一
元
化
が
行
わ
れ
、

と
か
ら
、
き
わ
め
て
強
い
統
合
の
形
態
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ま
た
E
C
規
則
が
加
盟
国
を
拘
束
す
る
こ

。)

F
T
A
一
九
章
パ
ネ
ル
!
各
国
立
法
に
基
づ
き
な
が
ら
の
二
国
間
司
法
審
査

i

一
九
八
九
年
に
発
効
し
た
米
加
自
由
貿
易
協
定
の
一
九
章
は
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
と
相
殺
関
税
に
関
わ
る
貿
易
摩
擦
の
対
応
を
制

度
化
し
た
。

で
あ
る
。
こ
れ
は
と
く
に
補
助
金
に
関
し
、
「
補
助
金
コ

i
ド
L

を
作
成
し
、
相
殺
関
税
の
対
象
と
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
補
助
金
か
を
明

確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
補
助
金
コ

l
ド
」
は
、
米
加
両
国
に
共
通
す
る
ル
!
ル
と
な
る
こ
と
か
ら
、
立
法
機

一
九
章
に
は
、
統
合
の
視
点
か
ら
、
注
目
し
た
い
点
が
二
点
あ
る
。
ま
ず
、
何
が
不
公
正
な
貿
易
慣
行
か
の
ル

i
ル
づ
く
り

能
の
共
有
と
い
う
意
味
で
、
強
い
統
合
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

一
九
章
は
、
こ
の
よ
う
な
共
通
ル
ー
ル
の
策
定
に
重
点
を
お
い
て
い
る
が
、
そ
れ
が
成
立
す
る
ま
で
の
措
置
と
し
て
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン

ピ
ン
グ
と
相
殺
関
税
に
関
す
る
貿
易
紛
争
の
処
理
パ
ネ
ル
を
制
度
化
し
て
い
る
。

一
九
章
パ
ネ
ル
は
、
次
の
点
で
き
わ
め
て
革
新
的
な
貿
易
係
争
処
理
機
関
で
あ
る
。
ま
ず
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
や
補
助
金
に
対
す
る
行
政
当

局
の
決
定
に
対
し
、
従
来
は
輸
入
国
側
の
園
内
で
行
わ
れ
て
い
た
司
法
審
査
を
、
ニ
国
間
パ
ネ
ル
に
代
替
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
輸
入
国
側
の
行
政
当
局
に
よ
る
通
商
法
の
恐
意
的
適
用
に
対
し
て
の
申
し
立
て
は
、
輸
入
国
内
の
裁
判
所
で
そ
の
国
の
判
事
に
よ
り

審
査
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
五
人
(
カ
ナ
ダ
ニ
名
、
米
国
二
名
、
米
加
い
ず
れ
か
ら
一
名
)

で
構
成
さ
れ
る
パ
ネ
ル
に
よ
る
二
国
間
審
査



〈口)

と
な
っ
た
。

第
二
に
、
パ
ネ
ル
に
よ
る
こ
の
こ
国
間
審
査
の
決
定
は
拘
束
力
を
持
つ
点
で
あ
る
「
パ
ネ
ル
が
従
来
の
輸
入
国
側
の
司
法
機
関
に
よ
る

審
査
を
代
替
し
、
そ
の
決
定
が
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
は
、
貿
易
係
争
の
処
理
が
、
園
内
の
政
治
的
影
響
力
を
受
け
や
す
い
ユ
ニ
ラ
テ
ラ
ル

な
場
か
ら
、
パ
イ
ラ
テ
ラ
ル
で
か
つ
司
法
の
場
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
九
章
パ
ネ
ル
の
革
新
的
特
徴
の
第
三
は
、
国
家
間
協
定
の
紛
争
処
理
機
関
と
し
て
は
珍
し
く
、
民
間
企
業
が
直
接
に
参
加
で
き
る
こ

と
で
あ
る
。
民
間
企
業
は
、

パ
ネ
ル
の
設
立
お
よ
び
審
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
審
査
過
程
に
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ま

ざ
ま
な
思
惑
が
か
ら
む
政
府
間
交
渉
に
頼
ら
ず
、
経
済
活
動
の
実
績
に
基
づ
き
判
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
民
間
企

業
は
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
や
補
助
金
お
よ
び
損
害
に
関
す
る
自
国
政
府
の
決
定
に
不
満
を
持
つ
場
合
、

パ
ネ
ル
審
査
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

パ
ネ
ル
が
あ
っ
か
っ
た
ケ
ー
ス
を
ま
と
め
た
も
の
が
、
表
1
、
表
2
で
あ
る
。

表
ー
は
、
一
九
章
パ
ネ
ル
に
よ
る
貿
易
係
争
処
理
ケ
l
ス
を
パ
ネ
ル
運
営
の
視
点
か
ら
一
覧
し
た
表
で
あ
る
。
こ
の
表
が
示
す
よ
う
に
、

非
常
委
員
会
ま
で
の
一
五
ケ
1
ス
の
う
ち
、
一
三
は
米
国
の
行
政
当
局
の
決
定
へ
の
不
満
に
よ
り
パ
ネ
ル
設
立
が
要
請
さ
れ
た
ケ
l
ス
(
U

S
A
ケ

l
ス
)
で
あ
り
、

カ
ナ
ダ
の
行
政
当
局
の
決
定
へ
の
不
満
に
よ
り
パ
ネ
ル
設
立
が
要
請

(
C
D
A
ケ
!
ス
)

さ
れ
た
の
は
ニ
ケ
1

ス
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
米
国
の
制
裁
措
置
発
動
へ
の
不
満
が
き
わ
め
て
強
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

で
は
、
誰
が
不
満
を
持
ち
、

パ
ネ
ル
に
提
訴
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

表
2
は
、
係
争
の
焦
点
と
パ
ネ
ル
の
提
訴
者
を
、

パ
ネ
ル
決
定
が
出
さ
れ
た
ケ

l
ス
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
米
国
の
事

業
者
が
自
国
政
府
の
決
定
に
挑
戦
し
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。
米
国
の
事
業
者
の
パ
ネ
ル
へ
の
提
訴
は
、
自
国
政
府
の
決
定
が
、
自
身
に

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

J¥ 



表 1 19章/<;ネルによる貿易係争処理ケース

ケース手番号 務 hh 内容
ノf才、ル

パネル構成 議長国籍 パ不11-決定 決定内容
築主ま開始

トー
USA89 1904 01 ラズ/'(リー AD 89.3.15 米 2加 3カナダ 89.12.15 差し戻し・全会一致

USA89-1宮0402鱗装機械部品 AD 89.3.16 米 3加2 米溺 90.1.24 支持・全会一致

USA8官一1904-03舗装機械部品 AD 結9.4.28米 3力日21米関 90.3.7 支持・会会 4致

反ダンピングが撤回

ltlJp SA291鈎4-04タラ AD 89.4.26 米 2加3 米関 された為、当事者の
院]意により審査終結

200馬力以上 CITTの損害否認の

AH9-1904-i)]!iのター誘導モー AD 89.5.1 三十";3 :tJ自2 結果当事務の要請に
より審査終結

トー
USA8~:~9.04~051舗苧機械部品 AD 89.6.7 米3力日2 米関 03ケースに同化

lJSA89'1904-06 豚肉 CVD 89.8.22 米3加2 米国 90.9.28 **・全会一致

山HiLM1S5QミベU時88999 -1別4-0戸レ ぬ(シスコ)

lv1)18~. 9.1 米 2lJO 3 米関 90.6.8 差し渓し・全会引致

レール
AD 189.9.1 米 3}J[l2 米医l190.8.30 支持・一人反対1904-081 (アルゴマ)

1蛸制調制〉444-ヒM911115L鯵「家Jε笈肉プマコ} 機レコ械ー部ア

損害 89.10.2 米 2力n3 米国 90.8.13支持・ー部反対1 ノレ

ま員寝 89.10.13町!J1J3tカFげナタP同91う24 
!U!，A89..j 廷し際し・会会一致

USA90-1 品 ADI90.8.14 米 2加 31iJ1':5'"191.5.24 主査し渓し・全会一致

、U刀SAAggMo-I1q関刷4GMu倒bl1W 2のオチ001誘馬イ-導力プ以モ下

f員~i子 90.10.31 川口3カナダド1.9 .11 

審査開始に必要な予
11.5 米 3力日2 続きを期限までにふ

i一出ま事ず者ケのー共一ス終同了申請に

USA90-1904-03 シート・パイ 米 Z}][] 3カナダ
リング

よりパ日スネ日引のル佐一一手パ審戸」査ネー一終ルー~也結審島吋I 
ECC9H904-01 豚肉

…!米関 191.6.14

11ケー
3.29 ヨを・決定の有効性交

'USA 
持

U~土\9H904-01 オイノレ
十ューブ

ADI91.5.J6 米 3!JIlZI 92.3.26 

パネリスト選出前の
USA91-1904-02 建設鋳物 91.6.20 7/1に審査終結聖書

議

**:iif資対象となぺた 7プログラムのう為、 2プログラムに関しではDOC決定支持、 5プロ )¥ 

グラムはDOCに挫し泌し

AD :1叉ダンピング

CVD 相殺関税

CITT : Canadian lnternational Trade Tribunal (カナダ国際貿易審判所)

資料 特崎美紀子「米1JO自由貿易協定にみる脱政治的貿易摩擦処理J

rESPJ Nα241 1992年 5月 p.89



19主主パネル・ケースの係争の焦点とパネルへの提訴者表 2

パネル審査結巣

。OC決定支持|

i (全会一蜘|

DOCに差し戻し
(全会一致)

民間企業(カナダ)
ラズペリー

(USA89-1904-01) 

補
助
金

パネルへの提訴:者係争となった商品
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
げ
る
統
合
の
形
態

実質的損答

! 肉
I (USA89-190Hl) 

(1)オンタリ才、アルパー夕、ケベツタ州政府

(2)アルパー夕、ケベツク州政府

資料 器崎美紀子「米加白出貿易協定にみる脱政治的貿易摩擦処線 j

rESP'l N，，241 1992年 5月 p.90

21十|政府(カナダ )(2)

2民間企業(カナダ)IITCに差し渓し

カナダ豚肉協会 I (全会一致)

カナダ精肉協会 L_~___J 

レール

(USA89-1904司 O吉/10)
損害への脅威損得

!¥ 
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四

と
っ
て
十
分
に
保
護
的
で
な
い
こ
と
へ
の
不
満
が
動
機
と
な
っ
て
い
る
。
パ
ネ
ル
が
政
府
決
定
を
支
持
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

表
1
、
表
2
を
通
し
て
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
ま
ず
パ
ネ
ル
は
、
概
し
て
一
年
以
内
に
決
定
を
行
っ
て
お
り
、

一
九
章
の
目
的

の
一
つ
で
あ
る
迅
速
な
係
争
処
理
は
実
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ネ
ル
決
定
は
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
除
き
全
会
一
致
で
あ
り
、
国
籍
に
よ
る

ブ
ロ
ッ
ク
投
票
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
は
、
パ
、
ネ
リ
ス
ト
が
自
国
政
府
の
決
定
で
あ
っ
て
も
、
国
籍
や
政
治
性
に
と

ら
わ
れ
ず
に
審
査
決
定
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

パ
ネ
ル
の
差
し
戻
し
決
定
を
受
け
た
行
政
当
局
は
、

そ
れ
ま
で
課
し
て
い
た
反
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
や
棺
殺
関
税
を
低
減
あ
る
い
は
廃
止
し

て
お
り
、
輸
入
国
側
で
一
方
的
に
決
め
ら
れ
た
保
護
主
義
的
制
裁
措
置
は
、
提
訴
を
受
け
た
こ
国
間
パ
ネ
ル
で
そ
の
恋
意
性
を
問
わ
れ
、

よ
り
客
観
的
な
措
置
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
パ
ネ
ル
で
は
、
企
業
は
自
身
の
経
済
活
動
の
実
績
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
、
他
の
産
業
や
国
家
の

政
策
に
翻
弄
さ
れ
な
い
。
パ
ネ
ル
は
係
争
の
争
点
を
明
確
に
し
、
そ
の
争
点
に
関
し
て
通
商
法
が
客
観
的
に
適
用
さ
れ
た
か
を
審
査
し
、

拘
束
力
を
も
っ
決
定
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
パ
ネ
ル
の
実
際
の
活
動
は
、
パ
ネ
ル
に
託
さ
れ
た
「
迅
速
で
透
明
な
貿
易
係
争
処
理
」

と
い
う
目
的
を
忠
実
に
果
た
し
な
が
ら
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
は
、
不
公
正
な
競
争
に
制
裁
を
与
え
る
こ
と
で
、
自
由
貿
易
体
制
の
維
持
を
目
的
と
す
る
。
し
か
し
実
際

に
は
、
自
国
産
業
保
護
を
目
的
と
し
て
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
賦
課
を
行
う
こ
と
も
多
い
。

一
九
章
パ
ネ
ル
ケ

1
ス
で
、
米
国
の
事
業

者
が
自
国
政
府
の
決
定
を
不
満
と
し
て
提
訴
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
決
定
が
十
分
に
保
護
的
で
な
い
と
受
け
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。



関
税
法
に
基
づ
く
輸
入
制
限
的
措
置
は
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
他
に
、
相
殺
関
税
、
セ
1
ブ
ガ
ー
ド
が
あ
る
。
こ
の
中
で
ア
ン
チ
・

ダ
ン
ピ
ン
グ
は
、
民
間
事
業
者
が
申
請
を
行
う
こ
と
で
政
府
調
査
が
開
始
さ
れ
る
。
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
賦
課
決
定
の
最
終
判
断

は
政
府
に
あ
る
が
、
民
商
事
業
者
の
提
訴
に
よ
り
初
め
て
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
手
続
き
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
関
税
法
の
中
で
民

問
事
業
者
の
直
接
関
与
が
唯
一
可
能
な
分
野
で
あ
る
。

ア
ン
チ
・
、
ダ
ン
ピ
ン
グ
は
、
特
定
国
の
特
定
事
業
者
に
対
し
て
の
み
発
動
さ
れ
る
た
め
、
輪
入
・
輸
出
国
双
方
に
と
っ
て
の
打
撃
は
セ

i

ブ
ガ

i
ド
よ
り
も
小
さ
い
。
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
自
体
は
、
関
税
法
の
一
部
で
あ
り
、
非
関
税
障
壁
と
指
摘
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
国
内

法
に
比
べ
、

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
税
賦
課
の
手
続
き
・
内
容
の
要
件
は
詳
細
で
あ
り
、
相
対
的
に
透
明
な
法
的
救
済
で
あ
る
。
と
く
に

米
国
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
詳
細
な
規
定
を
法
律
で
定
め
て
お
り
、
理
論
的
に
は
運
用
に
お
け
る
行
政
当
局
の
裁
量
の
度
合
い
は
き
わ
め

て
低
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九
章
パ
ネ
ル
へ
の
提
訴
の
実
態
か
ら
み
る
と
、
米
国
の
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
法
運
用
は
、
行
政
当

局
の
窓
意
性
が
高
い
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。

E
C
に
お
け
る
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
運
用
で
は
、

E
C
委
員
会
の
裁
量
の
幅
は
大
き
く
、
透
明
性
も
低
い
。
行
政
当
局
の
法
運
用
の

裁
量
性
は
、
司
法
の
介
入
に
よ
っ
て
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
裁
判
所
が
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
運
用
の
透
明
性
を
高
め
た
こ
と
は
、
第
二

節
に
お
い
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
行
政
次
元
に
お
け
る
貿
易
摩
擦
処
理
の
不
透
明
性
を
減
じ
る
こ
と
に
司
法
が
巣
た
し
て
い
る
役

割
は
大
き
い
。

F
T
A
一
九
章
パ
ネ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
司
法
面
に
重
点
を
お
い
て
い
る
点
に
加
え
、
一
一
国
間
司
法
審
査
を
実
現
さ
せ
た
点
か
ら
、
新

し
い
形
態
の
貿
易
摩
擦
処
理
で
あ
る
。
第
三
者
と
し
て
の
司
法
官
の
存
在
と
、
パ
ネ
ル
決
定
は
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
パ
ネ
ル
は
国

家
の
司
法
権
の
一
部
委
譲
と
共
有
と
い
う
統
合
の
要
素
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
自
国
の
行
政
当
局
の
決
定
が
、
二
国

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

八
五



ー、」、、
F
，
ノ
日
，
〆

間
パ
ネ
ル
の
司
法
審
査
の
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、
法
運
用
の
適
正
化
が
徐
々
に
実
現
し
て
い
る
。

パ
ネ
ル
の
権
限
は
、
米
加
そ
れ
ぞ
れ
の
通
商
法
を
前
提
と
し
、
行
政
当
局
に
よ
る
法
適
用
の
客
観
性
審
査
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
パ
ネ

ル
は
、
行
政
当
局
の
決
定
を
支
持
す
る
か
、
差
し
戻
す
か
の
ど
ち
ら
か
を
決
め
る
の
み
で
、
通
商
法
解
釈
に
新
し
い
判
例
を
も
た
ら
す
こ

と
は
で
き
な
い
。
パ
ネ
ル
の
司
法
権
は
そ
の
意
味
で
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
決
定
が
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
差
し
戻
さ
れ
た
場
合
、

行
政
当
局
は
再
調
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
立
法
次
元
の
統
合
と
し
て
は
、
ガ
ッ
ト
と
締
約
回
、

E
C
が
あ
る
。
前
者
は
ガ
ッ
ト
に
拘
束
力

が
な
い
こ
と
か
ら
、
緩
や
か
な
統
合
で
あ
り
、
国
家
主
権
を
越
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
後
者
は
、
法
と
そ
の
運
用
を

E
C当
局
に
一
元

化
し
、
加
盟
国
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
強
い
統
合
で
あ
る
。

統
合
の
視
点
か
ら
み
る
一
九
叢
パ
ネ
ル
の
特
徴
は
、
立
法
権
の
自
律
と
司
法
権
の
共
有
に
あ
る
。
米
加
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
通
商
法
に
基

づ
き
な
が
ら
、
司
法
審
査
は
二
国
閣
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
治
的
圧
力
を
受
け
や
す
く
、
各
国
の
閣
内
事
情
を
反
映
す
る
立
法
次
元

に
お
い
て
は
独
立
性
・
独
自
性
を
保
ち
な
が
ら
、
法
を
適
用
す
る
行
政
府
の
政
策
性
や
恐
意
性
を
、
輸
入
国
で
ユ
ニ
ラ
テ
ラ
ル
に
判
断
す

る
の
で
は
な
く
、
ニ
国
間
司
法
審
査
に
よ
り
客
観
性
を
高
め
、
手
続
き
面
で
の
正
義
と
公
正
の
共
有
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
立
法
機

能
を
共
有
せ
ず
、
国
家
主
権
の
根
幹
を
な
す
司
法
権
の
一
部
委
譲
を
実
現
さ
せ
た
点
が
新
し
い
統
合
の
形
態
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

設
(1)

輸
出
者
は
政
府
を
動
か
し
、
ガ
ッ
ト
に
提
訴
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
国
家
と
し
て
の
対
応
と
な
る
。
私
人
と
し
て
は
、

輸
入
国
裁
判
所
へ
の
申
し
立
て
が
唯
一
の
法
的
救
済
と
な
る
。

F
T
A
一
九
章
は
、
関
家
開
条
約
で
あ
り
な
が
ら
、
私
人
が
申
し
立
て
を
行
い

司
法
審
査
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
新
し
い
貿
易
係
争
処
理
形
態
で
あ
る
。



(2)

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
関
税
と
は
「
あ
る
国
か
ら
他
の
国
へ
輸
出
さ
れ
る
産
口
聞
の
輸
出
価
格
が
、
輸
出
国
に
お
げ
る
商
品
に
向
け
ら
れ
る

同
種
の
産
口
閣
の
通
常
の
商
取
引
に
お
け
る
比
較
可
能
な
価
格
よ
り
も
低
い
場
合
に
は
、
当
該
輸
出
さ
れ
る
庭
口
聞
は
ダ
ン
ピ
ン
グ
さ
れ
る
も
の
L

、

す
な
わ
ち
ダ
ン
ピ
ン
グ
輸
出
が
、
輸
入
圏
内
産
業
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
価
格
差
(
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
マ
ー
ジ
ン
)
相
当
額

以
下
で
付
加
さ
れ
る
割
靖
関
税
の
こ
と
を
指
す
。
(
ガ
ッ
ト
・
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
・
コ

1
ド
第
二
条
の
ご

(3)

向
上
第
八
条
の
一

(
4
)

し
『
。
宮
口
出
・
同
国
nw由
。
口
前
ロ
仏
何
色
項
目
ロ
〉
・
〈
巾
司
自
己
目
三
昆
曲
-
y
b
ミ
RNh送、
s
h
h
a
g
a
s丸、培、
b
h
尋問
w
d
三

4
q
a
q
o同
富
山
nEM州出口問
vgg-

]
戸
由
∞

P
H
Y
H
N
A
F

(
5
)

」
翌
九
・
℃
v
H
E

(
6
)

わ
田
口
白
色
白
ロ
同
同
H
6
0
3
吋
同
日
ぴ
ロ
ロ
回
一

m
g
z
p
g℃
吋
間
口
O
仲巾

hFm

(7)

米
国
産
と
う
も
ろ
こ
し

(
C
I
T
1
7
1
部
)
お
よ
び
米
国
産
た
ま
ね
ぎ
〈
C
I
T
I
-
-
肝
)
で
は
プ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア

州
が
、
ス
ペ
イ
ン
産
フ
ェ
ノ

1
ル

(
C
I
T
1
6
i
肝
)
で
は
東
部
カ
ナ
ダ
が
そ
れ
ぞ
れ
地
域
市
場
と
み
な
さ
れ
た
。

(
8
)

一
九
八

0
年
代
後
半
か
ら
こ
の
傾
向
は
変
化
し
て
い
る
。

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
手
続
き
(
一
九
八

O
l
一
九
八
七
)

調
査
開
始

最
終
決
定

約
束
の
受
容

米

295 

5 

118 

国

カ
ナ
ダ

251 

143 

7 

E 
C 

316 

144 

71 

(9) 
同同
n
w
g
p
出
口
一
己
〈
巾
吋
自
己
目
け
応
、
・
円
N.F
・
同
，
同
宮
市
同
か
ら
作
成

ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
領
域
に
お
け
る
統
合
の
形
態

八
七



/¥ 
/¥ 

(
刊
)
]
山
内
}
内
田
C
2
白
口
弘
〈
巾
吋
自
己
∞
門
祖
母
・
円
m
F
L
Y

岳
H

(
日
)
印
ロ
有
印
口
。
円
。
少
〉
吋
昨
日
門
戸
巾
己
(
同
)
山
口
弘
〉
ユ
一
門
戸
巾

H
N
(
同
)

(
臼
)
】
白

nw由
。
口
出
口
門
日

J
q
R
E
E
F
G
h
v・
門
戸
℃
℃
・
色
。
即
日

(日
)
E
C
で
は
、
カ
ナ
ダ
と
異
な
り
、
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
は
消
費
者
の
立
場
か
ら
の
世
論
の
標
的
に
な
ら
な
い
た
め
、
保
護
主
義
的

圧
力
に
対
抗
す
る
安
全
弁
が
弱
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
凡
守
ミ
J

門
}
品
。
叶

(
日
)
や
ミ
J

H
】
・
晶
、
吋

(
日
)
日
本
は

E
C
の
部
品
ア
ン
チ
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
規
則
に
基
づ
く
般
置
は
ガ
ッ
ト
違
反
で
あ
る
と
し
て
、
規
則
の
改
正
な
い
し
は
廃
止
を
求
め

て
ガ
ッ
ト
二
三
条
二
項
に
基
づ
く
提
訴
を
行
っ
た
。
ガ
ッ
ト
理
事
会
は
、
一
九
九

O
年
五
月
に
、
同
規
則
に
慕
づ
く
搭
皿
障
は
ガ
ッ
ト
違
反
で
あ

る
旨
の
パ
ネ
ル
報
告
書
を
採
択
し
て
い
る
。

(
v
m
)

米
加
自
由
貿
易
協
定
第
一
九

O
六
条

(

口

)

同

上

第

一

九

O
四
条

(

日

)

同

上

第

…

九

O
四
条

(
四
)
一
九
章
の
パ
ネ
ル
が
審
査
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
l
ス
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
美
紀
子
「
米
加
自
由
貿
易
協
定
に
み
る
脱
政
治
貿
易
摩

擦
処
理
」
『
E
S
P
』
札
川
淵
!
ぬ
加
(
一
九
九
二
年
)
を
参
照


